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坂井市ふるさと納税中間業務プロポーザル実施要領 

 

 

本要領は、坂井市ふるさと納税中間業務の受託候補者を選定するために実施する公募型プロポ

ーザルに関して、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務概要 

（１）業務名称 

    坂井市ふるさと納税中間業務 

（２）業務内容 

  別紙「坂井市ふるさと納税中間業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３）契約期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

※業務開始に向けた準備期間については、これに関わる委託料は発生しないものとする。 

※契約締結した翌年度以降において、歳出予算におけるこの契約の契約金額について削

減又は削除された場合には、この契約を解除等することがある。 

（４）委託料の見積限度額 

    寄附金額の５％（消費税及び地方消費税を除く。） 

※当該委託料には、寄附者からの問い合わせ対応費用、返礼品の調達費用及び発送費用、

寄附金受領証明書等の発送に係る費用、ワンストップ特例申請に伴う費用、ポータル

サイト手数料、各種システム利用料、クレジットカード等の決済手数料は含めない。 

 

２ 参加資格 

本プロポーザルに参加する者（以下「事業者」という。）は、公告日時点において次に掲げる

全ての要件を満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（手

続開始の決定を受けている者を除く。）等経営状況が著しく不健全な者でないこと。 

（３）法人税、消費税及び地方消費税のほか義務付けられている税を滞納していないこと。 

（４）この公告の日から受託候補者を選定するまでの間に、国、地方自治体の競争入札に関し、

指名停止の措置を受けていないこと。 

（５）坂井市暴力団排除条例（平成２３年条例第８号）第２条に規定する暴力団、暴力団員、

暴力団員等及びそれらに関係すると認められる者でないこと。 

（６）過去３か年（令和４年度から令和６年度）において、地方公共団体と契約した本件類似・

関連業務において、１団体単年度の寄附金額１０億円以上の取扱い実績を有すること。 

（７）令和８年１０月１日までに本市又は本市までの移動時間６０分以内の場所に本店・支店・

営業所等（以下、「営業所」という。）を設置し、本業務を遂行するための専門知識を有
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した本業務における専任の責任者を常駐配置し、その営業所内で業務を遂行する体制が

とれること。 

（８）本業務を複数の企業で組織される共同企業体（以下、「連携企業」という。）で行う場合、

各々の企業においても（１）から（７）の全ての要件を満たすこと。 

 

３ 参加不適格者 

次の者は本プロポーザルに参加できない。また、事業者は、本プロポーザルに関し、次の者

から直接又は間接的に支援を受けることはできない。 

（１）坂井市ふるさと納税中間業務プロポーザル審査委員会の委員 

（２）坂井市議会議員 

（３）坂井市職員 

（４）坂井市政治倫理条例（平成１９年坂井市条例第１号）第３条第１項及び同施行規則（平

成１９年坂井市規則第２号）第３条に規定する「議員及び市長等の配偶者、２親等以内

又は同居の親族及び議員及び市長等が役員をしている企業」並びに「議員及び市長が実

質的に経営に携わる企業（市の出資法人を除き、次に掲げる企業をいう。）」 

① 議員及び市長等が資本金、その他これらに準ずるものの５分の１以上を出資してい

る企業 

② 議員及び市長等に年額１００万円以上の報酬等を支払っている企業 

③ 議員及び市長等が経営方針に関与している企業 

 

４ 日程 

内 容 日 時 

公募開始 令和７年１０月３０日（木） 

質問書の提出期限 令和７年１１月６日（木）午後５時 

質問書に対する回答期限 令和７年１１月１３日（木） 

参加表明書の提出期限 令和７年１１月２０日（木）午後５時 

一次審査（書類審査）、結果通知 令和７年１１月２７日（木）予定 

企画提案書の提出期限 令和７年１２月１８日（木）午後５時 

審査会（プレゼンテーション） 令和８年１月中旬 

審査結果通知 令和８年１月下旬 

業務開始に向けた準備期間 令和８年２月～３月 

業務の開始 令和８年４月１日（水） 
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５ 質問の受付及び回答 

 （１）提出様式及び提出方法 

    提出様式 質問書（様式１） 

    提出方法 電子メールにより各種書類提出先のメールアドレスに提出すること。 

（２）提出期限 

令和７年１１月６日（木）午後５時（必着） 

（３）提出方法 

質問書（様式１）に質問事項を簡潔に記載し、電子メールで提出すること。提出する際

の件名は「【質問】ふるさと納税プロポーザル（事業者名）」と記載し、電話で着信確認を

行うこと。なお、本市は、電子メールの送受信に関するトラブルに関しては、一切責任を

負わない。また、メールに添付するファイルサイズは合計５MB以内とすること。 

（４）回答方法 

質問書に対する回答は、回答期間中に坂井市ホームページ上に掲載する。ただし、質問

の内容によっては事業者選定に公平性が保てない場合には回答しないこともあるものとす

る。なお、質問に対しての個別の回答や電話などによる対応は一切行わない。 

 

６ 参加表明書等の提出 

 （１）提出書類 

ア 参加表明書（様式２） 

イ 事業者の概要（様式３） 

ウ 業務実施体制（様式４） 

エ 関連業務実績書（様式５） 

オ 貸借対照表及び損益計算書（企業における直近の一事業年度分。連携企業を構成す

る各々の企業を含む） 

カ 履歴事項全部証明書 

  ※発行日より３か月以内のもの。正本はコピー不可。副本はコピー可。 

キ 納税証明書（本市への納税がない場合、所在地の市町村への滞納がないことの証明

書）及び（消費税及び地方消費税に滞納がないことの証明書） 

      ※発行日より３か月以内のもの。正本はコピー不可。副本はコピー可。 

（２）提出期限 

令和７年１１月２０日（木）午後５時（必着） 

※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。 

（３）提出場所 

〒９１９－０５９２ 福井県坂井市坂井町下新庄１－１ 

坂井市役所総合政策部企画政策課ふるさと納税推進室 

（４）提出方法 

次の方法のいずれかにより提出すること。 

ア 持参 
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   午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）に限る。 

イ 郵送 

   封筒の表面に「プロポーザル参加表明書在中」と朱書きし、書留郵便により、提出

期限までに必着。また、郵送により提出する旨を提出期限までに電話により連絡す

ること。なお、本市は郵送事故等の責任は、一切負わない。 

 （５）提出部数 

正本１部、副本８部提出すること。また、ＰＤＦ形式のデータをＣＤ－Ｒ等の電子媒体

で１部提出すること。 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

ア 企画提案書（任意様式） 

イ 見積書（様式６） 

※見積、契約の締結等の権限を代理人に委託する場合 委任状（様式７） 

（２）提出期限 

令和７年１２月１８日（木）午後５時（必着） 

（３）提出場所 

   〒９１９－０５９２ 福井県坂井市坂井町下新庄１－１ 

   坂井市役所総合政策部企画政策課ふるさと納税推進室 

（４）提出方法 

次の方法のいずれかにより提出すること。 

ア 持参 

   午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）に限る。 

イ 郵送 

   封筒の表面に「プロポーザル企画提案書在中」と朱書きし、書留郵便により、提出

期限までに必着。また、郵送により提出する旨を提出期限までに電話により連絡す

ること。なお、本市は郵送事故等の責任は、一切負わない。 

（５）提出部数 

正本１部、副本８部提出すること。また、ＰＤＦ形式のデータをＣＤ－Ｒ等の電子媒体

で１部提出すること。 

 

８ 提出書類に係る留意事項 

No. 提出書類名 留意事項 

１ 
質問書 
（様式１） 

質問事項、質問内容を簡潔に記載すること。 
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２ 
参加表明書 
（様式２） 

 

３ 
事業者の概要
（様式３） 

会社概要、営業所、保有するスタッフの状況等を簡潔に記載するこ
と。 

４ 
業務実施体制
（様式４） 

本業務の業務実施体制（全体の体制図や本業務における連携体制・
配置人員、専任又は兼任の別等）や業務実施上の配慮事項、特に重視
する事項等について、簡潔に記載すること。 
本業務を複数の企業で行う場合は、連携企業においても状況を簡潔

に記載すること。 

５ 
関連業務実績書
（様式５） 

本業務と同種の業務の過去３か年（令和４年度から令和６年度）の
受注実績【業務名、発注者、契約金額、業務内容、契約期間、成果（寄
附額、寄附件数、対前年比（金額及び件数ベース）、リピート率（金額
及び件数ベース））等】を最大５件まで記載すること。業務実績を示す
資料があれば添付すること。 
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６ 
企画提案書 
（任意様式） 

Ａ４版、横型、横書き（両面印刷可）で作成すること。 
 
本企画提案書は、企画提案重視の審査の実現と、審査会で審査をす

る際、複数の企画提案書を容易に比較できるようにするためのもので
ある。作成にあたっては、企画提案を審査する者が特段の専門的な知
識を有していなくても理解できるよう留意すること。 
記載内容は、仕様書に基づき、別表の審査基準を踏まえて、以下の

項目について作成すること。なお、ボリュームを評価の対象とはしな
いため、読みやすさや簡潔さに留意すること。 
 
１．基本方針 

①提案の特徴 
②業務の方針 
③目標とする寄附金額 

※提示した目標金額が高額であるからといって、高得点が
得られるというものではない。 

④個人情報保護、情報セキュリティ対策 
 

２．具体的な業務内容 
①ポータルサイトの運用管理に関する業務 
②返礼品の管理に関する業務 
③返礼品等のページデザインに関する業務 
 ※仕様書「６ 業務の詳細」（３）返礼品等のページデザイ

ンに関する業務のイについては、以下の内容で実際のイ
メージを作成すること。 

対象ページ 

楽天ふるさと納税 
楽天 1 位獲得！福井県産 コシヒカリ お試
し用 5kg～ 【選べる精米方法・配送回数】
https://item.rakuten.co.jp/f182109-sak
ai/a-0210/ 

商品写真 

ページ作成の素材となる基本的な画像は市
が提供する。ただし、イメージ画像などを
事業者で用意するなどし、よりわかりやす
くデザインすることを可とする。 

その他 

返礼品に関して返礼品協賛事業者への聞き
取りを希望する場合は、１１月１３日（木）
までに問い合わせ先まで連絡すること。日
程については調整の上、追って連絡する。 

④返礼品の在庫管理に関する業務 
⑤返礼品の発送に関する業務 
⑥返礼品協賛事業者への返礼品代金支払い代行業務 
⑦返礼品協賛事業者の支援に関する業務 
⑧プロモーション・マーケティング業務 
⑨その他、本市ふるさと納税の寄附拡大に関する業務 

 ※市独自の取り組み「寄附市民参画制度」を寄附者に周知
し、満足度を高める取り組みが可能な場合は記載するこ
と。 

 ※ワンストップ特例申請書の受付業務が可能な場合は記載
すること。 

 ※寄附額拡大のための独自広告や事業者の売上拡大のため
の独自施策など、仕様書記載外の独自の提案があれば記
載すること。 
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７ 
見積書 
（様式６） 

以下の項目に、単価が分かるように記載すること。なお、返礼品代
金及び配送料は含めないこと。 
 
１．業務委託料 

※年間寄附額が 1,200,000,000円までの単価、1,200,000,001
円から 1,500,000,000円までの単価、1,500,000,001円から
2,000,000,000円までの単価、及び 2,000,000,000円を超え
た寄附に対する単価を記載すること。  

※寄附者からの問い合わせ対応費用、返礼品の調達費用及び
発送費用、寄附金受領証明書等の発送に係る費用、ワンス
トップ特例申請に伴う費用、ポータルサイト手数料、各種
システム利用料（LedgHOME、motiONE、LoGo チャット等）、
クレジットカード等の決済手数料は含めない。 

※ワンストップ特例申請書の受付業務が可能な場合は参考と
なる金額を備考欄に記載すること。 

８ 
委任状 
（様式７） 

見積、契約の締結等の権限を代理人に委任する場合は提出すること。 

※ 書類は、正確な内容とし記入枠が不足する場合は枠を適宜広げて記入すること。ただし、
簡潔・明瞭にまとめることとし、提出が求められていない資料を添付する等、過大なもの
とならないように留意すること。 

 

９ 企画提案の審査方法 

（１）審査委員会の設置 

事業者を公平かつ公正に評価するため、「坂井市ふるさと納税中間業務プロポーザル審査

委員会」を設置する。 

（２）審査方法 

プレゼンテーションによる評価を実施し、審査会の審査により本業務に最も適すると認

められる事業者を選定する。 

（３）審査会 

開催日  令和８年１月中旬（予定） 

場所   坂井市役所 

所要時間 プレゼンテーション２５分以内、質疑応答１５分程度 

出席者  ３名以内（本業務における専任の責任者となる予定の者は、原則出席するこ

と。） 

実施形態 提案は企画提案者ごとに行い、非公開とする。 

その他  ①開催日時等、詳細は別途通知する。 

     ②プレゼンテーション時には、本市で準備したプロジェクター又は６５イン

チテレビモニターを使用することができる。 

（４）審査基準 

    別紙「審査基準」のとおり 
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１０ 受託候補者の選定 

 （１）評価点の合計が最も高い者を受託候補者とする。 

 （２）評価点の同じ者が２者以上ある時は、次の順序で受託候補者を選定する。 

ア 評価項目に最低点数の評価が少ない者 

イ 提案金額が最も低い者。提案金額も同額の場合は、審査委員による多数決で受託候

補者を決定する。 

 （３）本プロポーザルへの参加者が１者のみの場合、本実施要領及び仕様書に定める水準を満

たす提案であれば、審査の結果においてその者を受託候補者として選定する。ただし、

評価点が各項目の合計点（満点）の６割未満の場合は、受託候補者となることはできな

い。 

    ※審査結果は公表しない。また、審査結果に対する異議を申し立てることはできない。 

 

１１ 審査結果の通知と公表 

   受託候補者選定後、審査会参加事業者に対し、審査結果を書面にて通知する。 

  また、審査結果を坂井市ホームページにおいて公表する。ただし選定されなかった事業者

名については公表しない。 

 

１２ 契約に関する事項 

プロポーザルで選定した受託候補者を相手方とし、提案内容を踏まえて契約内容、経費等

の詳細について協議を行う。 

受託候補者との協議が整わない場合や、受託候補者が「２ 参加資格」のいずれかを満た

さなくなった場合、その他の理由により契約に至らなかった場合は、次点者と協議を行う。 

 

１３ 失格条項 

次のいずれかに該当する場合には、失格とする。 

（１）審査委員に直接又は間接を問わず連絡を求めた場合 

（２）審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）企画提案書を複数提出した場合 

（５）提出書類の提出方法及び提出期限を遵守しない場合 

（６）プロポーザル参加資格を有しない者が提出した場合 

（７）提出書類に盗用した疑いがあると事務局が認めた場合 

（８）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（９）その他、不適格と認めた場合 

 

１４ その他 

（１）提出後の提出書類等の差し替え、修正、追加等は認めない。ただし、誤字・脱字などの

軽微な修正及び審査委員会から要請のあったものについてはこの限りでない。 
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（２）提出書類等は返却しない。 

（３）提出書類等の著作権は、本市に帰属することとする。ただし、本市と契約を締結しなか

った事業者が提出した書類の著作権については、提出者に帰属するものとする。 

（４）提出書類等は、選定作業の過程において、作業上必要な範囲で複製することがある。 

（５）提出書類等は、坂井市情報公開条例に基づき、公開することがある。 

（６）審査の経緯及び結果についての異議申し立ては受け付けない。 

 

１５ 各種書類提出先・問い合わせ先 

〒９１９－０５９２ 福井県坂井市坂井町下新庄１－１ 

坂井市役所総合政策部企画政策課ふるさと納税推進室  担当：藤田・春貴 

  電話番号：０７７６－５０－３０２６（直通） 

FAX番号：０７７６－６６－２９３５  

メールアドレス：furusato_tax@city.fukui-sakai.lg.jp 


